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1．平成１8年９月中間期の業績（平成１8年４月１日～平成１8年９月３０日）
（１）  経  営  成  績        （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％

１8年９月中間期 10,920 △3.1 2,480 9.2
１7年９月中間期 11,267 3.9 2,271 47.3
１ 8 年 ３ 月 期 22,087 － 4,434 －

百万円 ％ 円 銭

１8年９月中間期 1,158 24.8 19 12
１7年９月中間期 928 22.8 15 31
１ 8 年 ３ 月 期 1,750 － 28 47
注１．期中平均株式数      １8年９月期  60,593,007株    １7年９月期  60,627,162株    １8年３月期  60,619,207株

   ２．会計処理方法の変更    無

   ３．経常収益、経常利益、中間（当期）純利益のパーセント表示は対前年中間期増減率

（2）  財  政  状  態
自己資本比率 １ 株 当 た り 自己資本比率
（注３） 純 資 産 （国内基準、注４）

百万円 百万円 ％             円         銭 ％

１8年９月中間期 1,009,441 66,910 6.6 1,104     44 10.81
１7年９月中間期 989,992 63,568 6.4 1,048     66 10.29
１ 8 年 ３ 月 期 976,626 64,957 6.7 1,071     50 10.49
注  1.期末発行済株式数  １8年９月中間期    60,809,700株    １7年９月中間期   60,809,700株    １8年３月期   60,809,700株

     2.期末自己株式数      １8年９月中間期        227,435株    １7年９月中間期        191,005株    １8年３月期        209,407株

     3.「自己資本比率」は、中間期末(期末)純資産の部合計を中間期末(期末)資産の部の合計で除して算出ております。

     4.「単体自己資本比率(国内基準)」は、「銀行法第14条の２の規定に基づき自己資本比率の基準を定める件(平成5年大蔵省

        告示第55号)」に基づき算出しております。

２．平成１9年３月期の業績予想（平成１8年４月１日～平成１9年３月３１日）

百万円 百万円 百万円

通 期 22,400 5,000 2,200
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  ３６円  ３１銭

３.  配  当  状  況
  ・現金配当

中 間 期 末 期 末 年 間
１ 8 年 3 月 期 3.50 3.50 7.00
１ 9年３月期 (実績 ) 3.50 －
１ 9年３月期 (予想 ) － 3.50
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因

   に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要素によって大きく異

   なる結果となる可能性があります。

総 資 産 純 資 産

7.00

経 常 収 益 経 常 利 益

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益 １株当たり中間（当期）純利益

経 常 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

1株当たり配当金(円)

―個１－



        比較中間貸借対照表(主要内訳)

金  額 金  額 金  額 金  額 金  額

9,692 11,414 △ 1,722 11,322 △ 1,630

25,500 8,000 17,500 15,676 9,824

305 436 △ 131 454 △ 149

363 254 109 311 52

600 - 300 300 300

293,058 287,129 5,929 257,489 35,569

666,006 668,195 △ 2,189 670,416 △ 4,410

1,463 1,356 107 1,978 △ 515

4,009 2,848 1,161 10,771 △ 6,762

- 10,447 - 10,399 -

9,837 - - - -

45 - - - -

- 1,248 △ 1,248 275 △ 275

7,805 9,030 △ 1,225 8,357 △ 552

△ 9,248 △ 10,368 1,120 △ 11,127 1,879

1,009,441 989,992 19,449 976,626 32,815

877,508 872,742 4,766 849,463 28,045

24,320 3,870 20,450 7,750 16,570

2,815 17,592 △ 14,777 24,016 △ 21,201

20,466 5,187 - 10,109 10,357

- 5,000 △ 5,000 - -

1 1 0 1 0

3,271 7,794 △ 4,523 6,618 △ 3,347

12 - 12 - 12

3,547 3,688 △ 141 3,660 △ 113

1,092 - 1,092 - 1,092

1,690 1,516 174 1,690 0

7,805 9,030 △ 1,225 8,357 △ 552

942,531 926,424 16,107 911,668 30,863

(注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

繰 延 税 金 負 債

比較
(Ａ)－(Ｃ)

                      （単位：百万円、％）

比較
(Ａ)－(Ｂ)

平成1７年度末
要約(Ｃ)

負 債 の 部 合 計

譲 渡 性 預 金

債券貸借取引受入担保金

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

外 国 為 替

役 員 賞 与 引 当 金

金 銭 の 信 託

有 形 固 定 資 産

コ ー ル マ ネ ー

売 渡 手 形

動 産 不 動 産

預 金

外 国 為 替

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

（  負  債  の  部  ）

         株式会社 富山第一銀行

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

（  資  産  の  部  ）

現 金 預 け 金

平成18年
中間期末(Ａ)

コ ー ル ロ ー ン

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

有 価 証 券

平成1７年
中間期末(Ｂ)科            目

貸 出 金

商 品 有 価 証 券

買 入 金 銭 債 権

個2



金  額 金  額 金  額 金  額 金  額

- 8,000 - 8,000 -

- 5,430 - 5,430 -

- 5,430 - 5,430 -

- 38,748 - 39,349 -

- 1,949 - 1,991 -

- 31,360 - 31,360 -

- 5,439 - 5,998 -

中間(当期)純利益 - 928 - 1,750 -

- 2,236 - 2,077 -

- 9,289 - 10,250 -

- △ 136 - △ 149 -

- 63,568 - 64,957 -

- 989,992 - 976,626 -

8,000 - - - -

5,430 - - - -

5,430 - - - -

40,272 - - - -

2,038 - - - -

38,233 - - - -

別 途 積 立 金 33,860 - - - -

繰 越 利益剰余金 4,373 - - - -

△ 162 - - - -

53,540 - - - -

11,292 - - - -

0 - - - -

2,077 - - - -

13,369 - - - -

66,910 - - - -

1,009,441 - - - -

平成1７年
中間期末(Ｂ)

平成18年
中間期末(Ａ)

         株式会社 富山第一銀行
                     （単位：百万円、％）

比較
(Ａ)－(Ｃ)

比較
(Ａ)－(Ｂ)

平成1７年度末
要約(Ｃ)

純 資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

科            目

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

( 純 資 産 の 部 )

資 本 金

負債 及び 資本 の部 合計

自 己 株 式

( 資 本 の 部 )

資 本 金

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

( 評価 ・換算差額等合計 )

そ の 他 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

( 株 主 資 本 合 計 )

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

資 本 の 部 合 計

資 本 準 備 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

株 式 等 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

中間(当期)未処分利益

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

任 意 積 立 金

個3
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１．中間貸借対照表の注記 

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っ

ております。 

３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有

価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法によ

る原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。 

４．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

５．有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見

積額を期間により按分し計上しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建 物  ２１年～２４年 

動 産     ４年～２０年 

      ６．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。 

７．外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

８．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しており

ます。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破

綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を

控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」

という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証

による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に

判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び下記20.の貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額

以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシ

ュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・

フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との

差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当ててお

ります。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき計上しております。 
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すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，９６７百万円

であります。            

９．従来、役員賞与は、利益処分により支給時に未処分利益の減少として処理してお

りましたが、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号平成17年11月

29日)が会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間から適用されること

になったことに伴い、当中間期から同会計基準を適用し、役員に対する賞与を費

用として処理することとし、その支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を役

員賞与引当金として計上しております。これにより、従来の方法に比べ営業経費

は１２百万円増加し、税引前中間純利益は１２百万円減少しております。 

10．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、発生の

翌期に期間により按分して費用処理しております。 

11．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

12. 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘッジ手

段として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施し

て、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ指定を

行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッ

ジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの有効性

を評価しております。 

13. 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号。）に規定する繰延ヘッジ

によっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク

を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段と

し、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ

ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しておりま

す。 

14．消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によ

っております。ただし有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用

に計上しております。 
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15. 関係会社の株式総額                         １３百万円 

16．有形固定資産の減価償却累計額 ８，１１５百万円 

17．有形固定資産の圧縮記帳額 ２２０百万円 

18．貸出金のうち、破綻先債権額は１，０５３百万円、延滞債権額は１５，８９７

百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金であります。 

19．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１９６百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３

カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものでありま

す。 

20．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，２３３百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

21．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の

合計額は２２，３８１百万円であります。 

なお、18.から21.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

22．手形割引は、業種別監査委員会報告第 24 号に基づき金融取引として処理してお

ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形および買入

外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しており

ますが、その額面金額は３５，５８５百万円であります。 

23．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 ２１，２２７百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                            ７２３百万円 

債券貸借取引受入担保金 ２０，４６６百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券５４，２０５百万円を差

し入れております。 
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また、その他資産のうち保証金は10百万円及び敷金は４９２百万円であります。 

 

24．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事

業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  平成１１年３月３１日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める算

定方法に基づき、地価税法に規定

する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価格（路線価）を

基準として時価を算出しておりま

す。 

 

25．１株当たりの純資産額           １，１０４円４４銭 

    「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第4号平成14年9月25日)が平成18年1月31日付改正され、会社法施行日以後終了す

る中間会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間期から同適用指針

を適用し、1株当たり純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。 

 

26．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。 

 

 

満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

                  

 中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

時        価 

(百万円) 

差       額

(百万円) 

国債 ２４，６８８ ２５，０３５ ３４７

地方債 ２０，１９５ ２０，３６９ １７３

社債 １８，４３０ １８，７２６ ２９５

その他 ７，６５０ ７，８７８ ２２７

合計 ７０，９６５ ７２，００９ １，０４４
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        その他有価証券で時価のあるもの  

 

 

  
取得原価       

(百万円) 

中間貸借対照表

計上額(百万円) 

評価差額       

(百万円) 

株式 ２８，９７６ ４５，９３４ １６，９５７

債券 １１７，８０６ １１９，６８７ １，８８１

国債 ９３，３２１ ９４，９３４ １，６１３

地方債       ５，１４３ ５，２２８ ８４

社債      １９，３４０ １９，５２４ １８３

その他    ４３，６８３ ４３，７９０ １０７

合計 １９０，４６６ ２０９，４１３ １８，９４７

なお、上記の評価差額から繰延税金負債７，６５４百万円を差し引い

た額１１，２９２百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれ

ております。 

 

27．時価評価されていない有価証券のうち、主なものの内容と中間貸借対照表計上

額は、次のとおりであります。 

内          容 中間貸借対照表計上額(百万円) 

満 期 保 有 目 的 の 債 券

非上場社債          １１，２００

子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式

子会社・子法人等株式   １３

そ の 他 有 価 証 券

非上場株式 １，４６６

 

28．金銭の信託の保有目的別の内訳は次のとおりであります。 

 取 得 原 価

(百万円) 

中間貸借対照表

計上額(百万円)

評 価 差 額

(百万円) 

その他の金銭の信託 ６００ ６００ －

 

29．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資

実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一

定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る

融資未実行残高は、９０，２３１百万円であります。このうち契約残存期間が１年
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以内のものが８８，３３２百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも

のではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ

の他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極

度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時にお

いて必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的(半

年毎に)に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて

契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

    30.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のと  

       おりであります。 

      繰延税金資産 

        貸倒引当金損金算入限度額超過額             ６，９０４百万円 

        退職給付引当金                            １，４３２ 

        減価償却費損金算入限度超過額                   ３９７ 

        未払事業税否認額                                ７９ 

        税法上の繰延資産償却限度超過額                 １５０ 

        その他                                       ３２３ 

      繰延税金資産小計                            ９，２８９ 

        評価性引当額                              ２，７２６ 

      繰延税金資産合計                            ６，５６２ 

      繰延税金負債                                            

        その他有価証券評価差額金                   ７，６５４ 

        その他                                           ０ 

      繰延税金負債合計                            ７，６５４ 

      繰延税金負債の純額                          １，０９２百万円 

    31.「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17

年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)が会社法施行日以後終了す

る中間会計期間から適用されることになったこと等から、「銀行法施行規則」

(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する

内閣府令」(内閣府令第60号平成18年4月28日)により改正され、平成18年4月1日

以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から以

下のとおり表示を変更しております。 

(１) 「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等に区分

のうえ表示しております。 

 なお、当中間期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額            

６６，９０９百万円であります。 

(２) 「利益剰余金」に内訳表示していた｢任意積立金｣および｢中間未処分利
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益｣は、「その他利益剰余金」の「別途積立金」および「繰越利益剰余

金」として表示しております。 

(３) 純額で繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ利益)として「その他資産」(又は

「その他負債」)に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差

額は、税効果額を控除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」とし

て相殺表示しております。 

(４) 「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示して

おります。 

(５) 「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」又は「その他資

産」に区分して表示しております。 

 

 



     比較中間損益計算書( 主 要 内 訳 )

金  額 金  額 金  額 金  額

10,920 11,267 △ 347 22,087

資 金 運 用 収 益 9,385 9,000 385 18,230

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） (6,276) (6,345) (△ 69) (12,644)

（うち有価証券利息配当金） (2,969) (2,594) (375) (5,411)

役 務 取 引 等 収 益 1,138 1,156 △ 18 2,376

そ の 他 業 務 収 益 199 913 △ 714 1,047

そ の 他 経 常 収 益 197 197 0 432

8,440 8,996 △ 556 17,652

資 金 調 達 費 用 648 386 262 852

（ う ち 預 金 利 息 ） (431) (309) (122) (612)

役 務 取 引 等 費 用 543 521 22 1,039

そ の 他 業 務 費 用 626 160 466 992

営 業 経 費 5,820 5,908 △ 88 11,550

そ の 他 経 常 費 用 801 2,019 △ 1,218 3,217

2,480 2,271 209 4,434

306 448 △ 142 585

4 119 △ 115 125

2,782 2,601 181 4,895

961 1,335 △ 374 2,480

661 337 324 664

1,158 928 230 1,750

    ２．中間損益計算書の注記
    注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

      ２．１株当たり中間純利益金額       　　１９円１２銭

      ３．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額７５７百万円を含んでおります 。

株式会社 富山第一銀行

法人税、住民税及び事業税

平成18年中間期
(Ａ)

平成1７年中間期
(Ｂ)

経 常 利 益

税引前中間 (当期 )純利益

比較
(Ａ) －(Ｂ)

   平成1７年度末
要約   (Ｃ)

                                      （単位：百万円、％）

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

経 常 収 益

科           目

経 常 費 用

法 人 税 等 調 整 額

特 別 利 益

特 別 損 失

個11
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      （単位：百万円）

資本 資本剰余金 利益 利益剰余金自己株式

準備金 合計 準備金 別途積立金繰越利益剰余金 合計 合計

平成18年3月31日残高 8,000 5,430 5,430 1,991 31,360 5,998 39,349 △ 149 52,630

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立 - - - 47 - △ 47 - - -

別途積立金の積立 - - - - 2,500 △ 2,500 - - -

剰 余 金の 配 当 - - - - - △ 212 △ 212 - △ 212

利益処分による役員賞与 - - - - - △ 24 △ 24 - △ 24

中 間 純 利 益 - - - - - 1,158 1,158 - 1,158

自己株式の取得 - - - - - - - △ 15 △ 15

自己株式の処分 - - - - - - - 2 2

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額) - - - - - - - - -

中間会計期間中の変動
額 合 計

- - - 47 2,500 △ 1,624 922 △ 12 909

平成18年9月30日残高 8,000 5,430 5,430 2,038 33,860 4,373 40,272 △ 162 53,540

評価・換算差額等

繰延ヘッジ土地再評価評価・換算 純資産

損益 差額金 差額等合計 合計

平成18年3月31日残高 10,250 － 2,077 12,327 64,957

中間会計期間中の変動額

利益準備金の積立 - - - - -

別途積立金の積立 - - - - -

剰 余 金の 配 当 - - - - △ 212

利益処分による役員賞与 - - - - △ 24

中 間 純 利 益 - - - - 1,158

自己株式の取得 - - - - △ 15

自己株式の処分 - - - - 2

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額) 1,042 0 - 1,042 1,042

中間会計期間中の変動
額 合 計

1,042 0 - 1,042 1,952

平成18年9月30日残高 11,292 0 2,077 13,369 66,910

その他有価証券

評価差額金

株主資本

資本剰余金 利益剰余金
株主資本

資本金  その他利益剰余金

中間株主資本等変動計算書
平成18年４月 1日から
平成18年９月30日まで

         第９６期中
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     ３．中間株主資本等変動計算書の注記

１．当行の自己株式の種類及び株式数は、次のとおりであります。

(単位：千株)

前事業年度末当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間

株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数

自己株式

普通株式 209 21 3 227 注

合計 209 21 3 227

(注)増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は単元未満株式の買増請求に
    応じたものであります。

２．「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(企業会計基準第6号平成17年12月27
    日)および「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
    適用指針第９号平成17年12月27日)が会社法施行日以後終了する中間会計期間か
    ら適用されることになったことに伴い、当中間期から同会計基準および適用指針
    を適用し、中間株主資本等変動計算書を作成しております。

摘要

個１3




